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取組内容 

第４章  環境の保全と創造に関する取組 

１. 環境の保全と創造に関する施策 

１ 廃棄物分野 

 

 

●基本方針を達成するために、次の取組を展開します。 

 

 

 

 

市の取組 

（１）省資源化、ごみ減量の推進 

本市は市民の皆さんの分別減量の結果、市民１人１日当たりの生活系ごみの排出量が

2011（H23）年度から８年連続県下で一番少ないまちとなっています。今後も保健衛

生推進協議会や地域と連携しながら 3R の取組を推進し、資源循環型のまちづくりを推

進します。 

 

〔①３R の推進〕 

[リデュース（減量）の取組] 

⚫ 保健衛生推進協議会などと連携し、各地区でごみについての学習会を開催する

など、市民のごみ減量や資源再利用に対する意識向上を図ります。 

⚫ マイバッグやマイボトルの利用など、生活ごみを減らすライフスタイルの導入

について啓発します。 

⚫ 市役所などの公共施設におけるペーパーレス化による紙資源の使用削減やクリ

アファイルなどのプラスチック製品の使用量、廃棄量の削減に努めます。 

⚫ 市主催の会議やイベントにおける配布物、各地区、各家庭への配布物の削減、電

子媒体の使用などの情報発信方法の見直しを行い、廃棄物の少ない市政を目指

します。 

⚫ フードドライブや 3010 運動、ドギーバッグなどの実施促進を行い、食品ロス

の削減に努めます。 

⚫ 市民団体と連携し、生ごみのたい肥化による生ごみ削減を行います。 

基本方針 資源循環型のまちづくり 

資源循環型の

まちづくり

(1)省資源化、ごみ減量の推進

(2)廃棄物の適正処理

①３Rの推進

①廃棄物の適正処理の推進

②災害廃棄物処理の体制づくり
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[リユース（再使用）の取組] 

⚫ フリーマーケットや不要品譲渡など、市民や市民団体、事業者などによるリユー

スの取組を支援します。 

⚫ 市役所や関係施設において物品を購入する際はグリーン購入に努めるとともに、

各課が購入できる物品数に制限を設ける「物品配当制度」を実施し、物品の購入

数を減らし、今ある物品の有効利用を進めます。 

 

[リサイクル（再資源化）の取組] 

⚫ 奨励金交付による資源ごみ集団回収の実施促進を行うとともに、地区等への資

源ごみ回収ボックスの設置促進を行い、市民の自主的な資源物回収、再利用の取

組の後押しをします。 

⚫ 各地域に廃食油や小型家電の回収窓口を設け、リサイクルを促進します。 

⚫ 通常の資源ごみ回収に加え、各地域において資源物拠点回収を実施し、資源物の

回収機会を拡充します。 

⚫ 公共工事におけるリサイクル資材の使用を推進します。 

 

 

 

 

 

  
ごみ減量・リサイクル懇談会 
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取組内容 

（２）廃棄物の適正処理 

日常的な廃棄物の適正排出、適正処理を推進するとともに、災害時に発生する災害廃棄

物の処理体制の強化を行います。 

 

〔①廃棄物の適正処理の推進〕 

⚫ 転入時のごみカレンダーの配布やホームページ、ケーブルテレビなどの様々な

媒体を利用し、ごみの適正排出に関する情報がすべての市民に行きわたるよう

配慮します。 

⚫ ごみ分別に関する資料の簡素化や多言語対応など、だれにでもわかりやすい資

料作りに努めます。 

⚫ ごみステーション管理などのごみに関する諸問題について、保健衛生推進協議

会や地区と協働で解決します。 

⚫ ごみステーションへの不適正排出物には改善シールを貼るなどして、適正排出

への理解を促進します。 

⚫ 高齢者や障害者など、ごみの排出が困難な方には生活支援サービスや廃棄物収

集運搬許可業者を紹介するなどして、だれもがごみを適正に処理できるよう案

内します。 

⚫ ごみの分別に関する出前講座を実施し、様々な世代に向けてごみ適正処理の意

識向上を図ります。 

⚫ 産業廃棄物と事業系一般廃棄物の分別についての理解促進や事業系一般廃棄物

の減量についての普及啓発を行います。 

 

〔②災害廃棄物処理の体制づくり〕 

⚫ 災害廃棄物処理計画の見直しを行い、災害廃棄物を迅速に処理できる体制を強

化します。 
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市民 

事業者 

市民・事業者に推奨する取組 

 

⚫ 地域などで行われるごみに関する学習会に積極的に参加し、ごみの適正排出に

ついて学びます。 

⚫ リデュース（減量）、リユース（再使用）、リサイクル（再資源化）の３R に取り

組みます。 

⚫ 使い捨てをやめ、マイバッグやマイボトルなどを積極的に利用し、廃棄物の削減

に努めます。 

⚫ フードドライブ、3010 運動、ドギーバッグの持参などに取り組み、食品ロス

の削減に努めます。 

⚫ フリーマーケットやリサイクルショップ、不要品譲渡会などを利用し、リユース

（再使用）に努めます。 

⚫ 購入の必要性を熟考し、環境負荷の小さい商品を購入する「グリーン購入」に努

めます。 

⚫ 資源ごみ集団回収や資源物拠点回収などを利用し、廃棄物の再資源化に協力し

ます。 

⚫ 災害時においては災害廃棄物の適正分別に努めます。 

 

 

 

⚫ 事業所、小売店でのフードドライブ実施、飲食店での 3010 運動、ドギーバッ

グなど、食品ロス削減のための取組を実施します。 

⚫ 事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別を適切に行います。 

⚫ 事業系一般廃棄物の適正分別、減量に努めます。 

⚫ 有害廃棄物（アスベスト廃棄物、PCB 廃棄物、水銀廃棄物）の適正処理を徹底

します。 
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実現に向けた数値目標 

 

指標名 指標の考え方 基準値 目標値 

市民１人１日当たりのご

み排出量 

生活系ごみ、事業系ごみを合わせ

たごみ排出量（資源化量も含む） 

734ｇ 

（平成 30 年度） 
710ｇ 

市民１人１日当たりの資

源化量 

資源として排出された１人１日当

たりの資源物の量（拠点回収、店頭

回収、集団回収を含む） 

99ｇ 

（平成 30 年度） 
149ｇ 

リサイクル率 
ごみの排出量に占める資源化量の

割合 

13.5％ 

（平成 30 年度） 
20.0％ 

ごみ学習会開催回数 
ごみの減量やリサイクルに関する

学習会の年間開催回数 

89 回 

（令和元年度） 
100 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ごみ学習会 
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取組内容 

２ 地球環境分野 

 

 

●基本方針を達成するために、次の取組を展開します。 

 

 

 

 

 

市の取組 

（１）地球温暖化緩和策の推進 

本市の二酸化炭素排出量は 2009（H21）年の 92.3 万 t-CO2から 2017（H29）

年の 97.0 万 t-CO2に増加しています。二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスは、自

動車の利用や発電による化石燃料の使用など日常生活に起因するものが多くあります。

本市では、市の事務事業に伴う温室効果ガスの排出抑制を推進するとともに、市民、事業

者の温室効果ガス排出抑制の取組を支援します。 

 

 

〔①公共施設からの温室効果ガス排出削減〕 

⚫ 公共施設への太陽光発電設備などの再生可能エネルギーの導入を推進します。 

⚫ BEMS を活用して市役所庁舎の電力使用状況の見える化を行い、全職員に結果

と省エネ対策の周知を行うなど、庁舎の電力使用の効率化を図ります。 

⚫ 公共施設の統廃合、適正配置による省エネ化を推進します。 

⚫ 新たな公共施設を建設する場合は、省エネ、創エネ、蓄エネ設備を配備した施設

となるよう配慮します。 

⚫ 市役所クール・アース・デーの実施や施設の節電など、加東市役所地球温暖化対

策実行計画の実施を徹底します。 

⚫ COOL CHOICE に賛同し、クールビズ、ウォームビズなどの取組を推進します。 

⚫ 公共施設の照明や道路照明などの LED 化を推進します。 

  

基本方針 未来のために 

地球を想うまちづくり 

(1)地球温暖化緩和策の推進

①公共施設からの温室効果ガス排出削減

②家庭、事業所からの温室効果ガス排出削減

③スマートムーブの推進

未来のために地球を想う

まちづくり

(2)気候変動への適応策の推進
①リスクシナリオの検討

②適応のためのインフラ整備



30 

〔②家庭、事業所からの温室効果ガス排出削減〕 

⚫ 家庭への省エネ、創エネ、蓄エネ設備の導入

費用補助や導入に向けた普及啓発を行いま

す。 

⚫ 太陽光パネルなどの再生可能エネルギーの

家庭や事業所への導入に向けた普及啓発を

行います。 

⚫ 家庭や事業所からの温室効果ガス排出抑制

方法やCOOL CHOICEの取組について普及

啓発を行います。 

⚫ 公益財団法人ひょうご環境創造協会と連携し、「うちエコ診断」の受診促進を図

ります。 

⚫ 地区や事業者と連携し、地区、事業所における「うちエコ診断」の集団実施を行

います。 

⚫ 市民団体や地球温暖化防止活動推進員と連携し、家庭や事業所における温室効

果ガス排出抑制の取組を周知、推進します。 

 

〔③スマートムーブの推進〕 

⚫ 公用車への低燃費車、電気自動車など、環境

性能の良いエコカーの導入を推進します。 

⚫ 家庭でのエコカー導入のための費用補助に

ついて検討するとともに、家庭や事業所への

エコカー導入に向けた普及啓発を行います。 

⚫ 公共施設駐車場等への電気自動車用充電器や 

燃料電池自動車用の水素ステーション等の設置を検討します。 

⚫ 公共交通機関の利用促進に取り組みます。 

⚫ 市の会議やイベントの際は、公共交通機関の利用やシャトルバスの運行、車の乗

り合わせなど、環境にやさしい参集方法を実施、推奨します。 

⚫ 観光分野において徒歩や自転車、エコカーの利用などを推進し、環境にやさしい

観光整備を行います。 

⚫ 市職員の徒歩、自転車、公共交通機関での通勤を推奨します。 

⚫ 市道の自転車歩行者道整備を推進し、徒歩や自転車で生活しやすい地域づくり

を推進します。 

⚫ 市道の危険箇所の安全対策や、自転車利用が多い箇所の道路整備を推進します。 

⚫ 市民団体等と連携し、エコドライブについての普及啓発を行います。 

かとう COOL CHOICE ウィーク 

乗合タクシー 
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取組内容 

（２）気候変動への適応策の推進 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第５次報告書では、厳しい気候変動対策を

とったとしても世界の平均気温は上昇し、21世紀末に向けて気候変動の影響のリスクが

高くなると予測されています。 

本市では、リスクシナリオの検討、インフラ整備による気候変動適応策を推進し、災害

や健康被害の回避、軽減を図ります。 

 

〔①リスクシナリオの検討〕 

⚫ 気候変動によって激甚化、頻発化する集中豪雨などによる災害や多発する熱中

症などの健康被害について、最新の情報収集を行い、加東市周辺で起こり得る被

害について予測します。 

⚫ 気候変動による市内の被害予測や被害への対策、対応について、ホームページや

ケーブルテレビ、防災行政無線、かとう安全安心ネットなど、様々なメディアを

通じて市民や市内事業者への情報提供を行います。 

⚫ 市内の災害時危険箇所の把握に努めます。 

 

〔②適応のためのインフラ整備〕 

⚫ 集中豪雨などの災害に対応するための河川や水路などの整備を推進します。 

⚫ 指定避難所に LP ガス発電機を設置し、災害などによる停電に備えます。 

⚫ 公共施設への太陽光発電設備、蓄電池の導入、公用車にハイブリッド車、電気自

動車を導入し、有事に蓄電池として利用するなど、災害時における電力確保方法

の拡充について検討します。 

⚫ 家庭への太陽光発電設備や蓄電池設置のための費用補助や普及啓発を行い、災

害に強い地域づくりを推進します。 

⚫ 家庭へのハイブリッド車や電気自動車などの導入に向けた費用補助を検討する

とともに、次世代自動車の非常時の電力源としての使用方法について普及啓発

し、家庭、事業者への普及促進を行います。 

⚫ 学校や保育園、体育館など、市内の教育施設や体育施設へのエアコン導入を推進

し、適正利用を行うことで熱中症被害の防止を図ります。 

⚫ 防災行政無線の設置促進やかとう安全安心ネットへの登録促進を図るとともに、

各メディアの多言語対応など、有事に市民、事業者が市の発信する緊急情報にア

クセスできるように対応します。 
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市民 

事業者 

市民・事業者に推奨する取組 

 

⚫ 家庭への省エネ家電や太陽光パネルなどの再生可能エネルギー、蓄電池などの

導入を検討します。 

⚫ 節電や気候に合わせた服装の工夫など、COOL CHOICE の取組を実施します。 

⚫ 「うちエコ診断」を受診し、家庭でのエネルギー使用状況を把握します。 

⚫ 低燃費車、電気自動車など、環境性能の良いエコカーへの買い替えを検討します。 

⚫ 近距離へのお出かけは、徒歩や自転車で移動します。 

⚫ 同じ目的地に行く場合は近所で誘い合って車を乗り合わせて移動します。 

⚫ 旅行や出張など遠くへのお出かけは公共交通機関を利用します。 

⚫ 自動車を運転する際はエコドライブを心掛けます。 

⚫ 非常用持ち出し袋の準備やハザードマップの確認など、災害時の行動について

家庭内で確認します。 

⚫ 防災行政無線の設置やかとう安全安心ネットへの登録を行い、災害時の情報経

路の確保を行います。 

⚫ 地域の自主防災組織において防災訓練を行います。 

⚫ 市や地域で行われる防災訓練に参加します。 

⚫ 気温の高い日は我慢せずエアコンを適正に利用し、屋外での行動を控えるなど、

熱中症対策を行います。 

 

 

⚫ 従業員に徒歩、自転車、公共交通機関での通勤を推奨します。 

⚫ 社用車の運転の際のエコドライブを心掛けます。 

⚫ 出張などの際は公共交通機関の利用を推奨します。 

⚫ 社用車の買い替えの際には、環境性能の良いエコカーへの買い替えを検討しま

す。 

⚫ 省エネ機器や再生可能エネルギーの導入などを行い、事業活動に伴う温室効果

ガスの排出抑制に努めます。 

⚫ ISO14001やエコアクション21などの環境マネジメントシステムの導入を検

討します。 

⚫ 気候変動によって起こり得る災害や健康被害についてのリスクシナリオや対策

を検討します。 

⚫ 自衛防災組織を整備し、事業所単位で防災訓練を実施するなど、災害に備えます。 
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実現に向けた数値目標 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標名 指標の考え方 基準値 目標値 

公共施設からの温室効果

ガス排出量 

市役所を含む市公共施設からの温

室効果ガス年間総排出量 

3,173ｔ-CO2 

（令和元年度） 

年平均 1％以上

削減 

市役所エコカー導入台数 
ハイブリッド車、電気自動車など

の公用車としての累計導入台数 

46 台 

（令和 2 年度） 
76 台 

市内家庭への太陽光発電

設備設置率 

集合住宅、空家を除く市内住宅へ

の太陽光発電設備累計導入率 

13.85％ 

（令和 2 年 6 月） 

年平均 1％以上

向上 

うちエコ診断受診者数 
うちエコ診断を受診した市民の年

間人数 

59 人 

（令和元年度） 
150 人 

気候変動適応策情報発信

数 

集中豪雨への注意喚起や熱中症予

防などに関して、イベントや広報

物などで情報発信した年間事業数 

10 事業 

（令和 2 年度） 
15 事業 

市が導入しているハイブリッド車 庁舎に設置された太陽光パネル 
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公共施設での省エネの取組 

 

本市では、第 2 次加東市役所地球温暖化対策実行計画（2013（Ｈ25）年策

定）に、「建築物の建築、管理等にあたっての配慮」を重点項目として設定し、

2014（H26）年 2 月に建設した新庁舎では、高効率なエネルギー設備を積極

的に採用するとともに、太陽光発電による再生可能エネルギーの導入も行いま

した。さらに、BEMS（ビル・エネルギー管理システム）の導入によって、エ

ネルギーの見える化を図り、空調等の使用データの分析によるエネルギー使用

量の削減などに取り組んでいます。 

この結果、３つの庁舎を統合したのちの電力量は新庁舎建設前に比べ、約

10％削減することができました（2014（H26）年度実績）。また、市事務事

業から排出される温室効果ガス排出量は、庁舎移転前の 4,480ｔ-CO2 から、

移転後には 3,908ｔ-CO2に減少しました。 

更なる省エネ化に向け、2021（R3）年度には庁舎内の全照明の LED 化を

完了する予定です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も、公共施設を新たに建設する際には積極的に再エネ機器や省エネ機器

の導入を図り、エネルギーや温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいきます。 

  

市の事務事業から排出される温室効果ガスの推移 

4,480
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庁舎移転前 庁舎移転後

新庁舎の外観写真 
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取組内容 

３ 自然環境分野 

 

 

●基本方針を達成するために、次の取組を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の取組 

（１）里山・山林・農地の保全 

本市には里山や山林など、たくさんの自然があります。農地では山田錦やもち麦などの

特産物が栽培され、美しい田園風景が見られます。本市では、里山・山林の適正管理を行

うとともに農業の振興を図り、豊かな里山・山林・農地を次代に引き継ぎます。 
 

 

〔①里山・山林の適正管理〕 

⚫ 加東市森林整備計画に基づき、計画的な森林整備、保全を行います。 

⚫ 森林管理巡視員を配置し、里山・山林の管理状態の把握を行います。 

⚫ 事業者などが里山・山林の開発を行う際は、森林法や「加東市良好な環境の保全

に関する条例」に基づく指導を行い、里山・山林環境との調和を図ります。 

⚫ 森林環境譲与税を活用し、間伐などの保全活動による森林環境の整備を支援し

ます。 

⚫ 水源かん養、土砂崩れなどの災害防止、地球温暖化緩和などの里山・山林が持つ

多面的機能についての周知を行い、市民や事業者の里山・山林に対する意識啓発

を行います。 

⚫ 里山・山林での自然観察や間伐体験、木育など、市民が里山・山林に親しめる環

境関連イベントを実施し、里山・山林保全への理解促進を図ります。 

⚫ 地域などが主体となって実施する里山・山林保全活動を支援します。 

 

基本方針 人と自然が 

共存するまちづくり 

(4)歴史・文化の継承

人と自然が共存する

まちづくり

①里山・山林の適正管理

②農地の有効利用

①水辺環境の保全

②水質の保全

①特定外来生物の対策・生態系の保護

②有害鳥獣の対策

①歴史文化遺産の保全・継承

(3)生物多様性の保全

(1)里山・山林・農地の保全

(2)水辺環境の保全
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取組内容 

 

〔②農地の有効利用〕 

⚫ 定期的な農地パトロールにより、耕作がなされていない農地の実態把握、改善指

導を行い、遊休農地の解消と発生防止に努めます。 

⚫ 特産農産物のブランド化や商品化、地産地消や対外的な広報活動などによる農

産物の消費拡大を推進し、市内農業の振興に取り組みます。 

⚫ 小学校や認定こども園などにおいて芋掘り体験や田植え体験などの農業体験や、

地元産農産物を使用した食育を行い、子どもたちの農業理解を深めます。 

⚫ 農業後継者や新規就農者への支援を行い、農業者不足の解消を目指します。 

⚫ 「人・農地プラン」の策定を推進し、地域における農地の有効利用を推進します。 

⚫ 地球温暖化対策や生物多様性保全に効果が高く、化学肥料の使用を低減した「環

境保全型農業」を推進します。 

 

 

 

 

 

 

（２）水辺環境の保全 

本市には、加古川、東条川、千鳥川などの河川や、東条湖を代表とする湖沼がみられ、

豊かな水辺環境が形成されています。 

これらの豊かな水辺環境をまちの資産として保全し、人と自然が共生する水辺環境づ

くりを推進します。 

 

〔①水辺環境の保全〕 

⚫ 水生生物の生態系保全や周辺環境に配慮した計画的なため池、河川、水路整備を

行います。 

⚫ 「多面的機能支払交付金」を交付し、ため池、水路などの水質保全、施設の長寿

命化、生物多様性の保全など、地域資源の適切な保全管理に関する市民の自主的

な取組を支援します。 

⚫ 学校や認定こども園などの教育機関における環境学習や、市の環境関連イベン

トなどにおいて、水辺の生物観察など水辺の環境に親しめる取組を行い、市民の

水辺環境保全意識の向上を図ります。 

⚫ 親水公園やビオトープなど市民が水辺環境にふれあえる場所の維持、管理を行

います。 

加東市の特産品 

山田錦 
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取組内容 

〔②水質の保全〕 

⚫ 市内河川、ため池などの公共水域や、埋立処分地、下水道処理施設周辺などの水

質検査の実施、結果の公表を行います。 

⚫ ため池の掻い掘りなどの水質改善の取組について、

先進的実施例などの情報収集、共有を行い、地域にお

ける自主的な実施の支援を行います。 

⚫ 廃食油の適正処分、生活排水の再利用など、家庭にお

ける水資源の有効利用の仕方、水辺環境にやさしい

生活について、市民への意識啓発を行います。 

 

 

 

（３）生物多様性の保全 

本市にはホタルの群れが見られたり、コウノトリが飛来するなど、美しく豊かな生態系

が見られる一方で、セアカゴケグモなどの特定外来生物が目撃されたり、イノシシなどの

有害鳥獣により農産物被害が発生するなど、野生生物による問題も見られます。 

本市では、生物多様性の保全や有害鳥獣による被害防止に向けて、より一層の取組や意

識醸成を推進します。 
 

 

〔①特定外来生物の対策・生態系の保護〕 

⚫ 市内の特定外来生物の生息状況の把握に努め、生息地の生態系を著しく破壊し

ていることが見受けられる場合は、国や県、地域との連携により駆除します。 

⚫ ヒアリやセアカゴケグモなどの危険生物に対する対応策や取り扱いについてホ

ームページや広報など様々な媒体で周知するとともに、市内での目撃情報につ

いて収集し、市民、市内事業者などに注意喚起を行います。 

⚫ 国や県、近隣自治体との連携により新たな特定外来生物の進入、定着防止のため

の対策を検討します。 

⚫ 地域や市民団体などとの協働による生物観察による生

態系の把握、在来生物の生息地の清掃などの環境保全

活動による生態系の保護を行います。 

 

 

特定外来生物に指定されている 

オオキンケイギク 

闘竜灘 
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取組内容 

 

〔②有害鳥獣の対策〕 

⚫ イノシシ・シカ対策用の防護柵設置のための資材提供などを行い、地域と協働で

有害鳥獣対策に取り組みます。 

⚫ 有害鳥獣の発生を防ぐため、遊休農地の解消、発生防止や空地の適正管理につい

て指導啓発を行います。 

⚫ 猟友会の活動補助を行うとともに後継者不足解消に取り組みます。 

 

（４）歴史・文化の継承 

市内の歴史的建造物や伝統行事などの歴史文化遺産からは地域の歴史や自然と共生す

る生活様式など、様々なことについて学ぶことができます。 

本市では、市民にとっての大切な財産として、市内の歴史文化遺産を次代に継承する取

組を推進します。 

 

 

〔①歴史文化遺産の保全・継承〕 

⚫ 地域などと連携し、各地域に点在する歴史文化遺産の把握を行い、適正な保存方

法の検討、実施に取り組みます。 

⚫ 歴史文化遺産の保全、継承を行う人材の育成を行い

ます。 

⚫ 歴史文化遺産に関する展示や学習イベントなどを実

施し、市民が加東市の歴史文化遺産について学ぶ機

会を提供します。 

⚫ 加古川流域滝野歴史民俗資料館や三草藩武家屋敷な

ど、市の歴史や文化が学べる施設の保全管理を行う

とともに、来場者数の拡大に取り組みます。 

⚫ 市の歴史文化遺産について、ガイドマップや各種メ

ディアを活用し、市内外への情報発信を行います。 

 

  

朝光寺鬼追踊 
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市民 

事業者 

市民・事業者に推奨する取組 

 

⚫ 里山や山林、水辺で行われる環境関連イベントに積極的に参加します。 

⚫ 身の回りの里山や山林、水辺に関心を持ち、自然観察や環境保全活動に取り組み

ます。 

⚫ 廃食油の適正処分や生活排水の再利用など、水資源の有効活用を行い水辺環境

にやさしい生活に取り組みます。 

⚫ 特定外来生物の種類や影響について学び、適正に取り扱います。 

⚫ 所有地の草刈りなど、適正管理を行います。 

⚫ 市内の文化遺産や資料館などを訪れ、歴史や文化について学びます。 

 

 

⚫ 事業活動においては山林や水辺環境に影響を及ぼさないよう配慮し、持続可能

な開発、発展を行います。 

⚫ 地球温暖化対策や生物多様性の向上のため、「環境保全型農業」に取り組みます。 

⚫ 市や地域の自然環境保全活動への参加、植林などの社会貢献活動に取り組みま

す。 

 

実現に向けた数値目標 

 

指標名 指標の考え方 基準値 目標値 

森林パトロール実施回数 
森林管理巡視員による森林パトロ

ール年間実施回数 

98 回 

（令和元年度） 
104 回 

人・農地プラン策定数 人・農地プランの累計策定件数 
40 件 

（令和元年度） 
77 件 

多面的機能支払交付金活

用組織数 

多面的機能支払交付金の年間活用

組織数 

76 件 

（令和元年度） 
79 件 

有害鳥獣侵入防護柵施工

延長 

有害鳥獣侵入防護柵設置の累計施

工延長 

103,617ｍ 

（令和元年度） 
120,000ｍ 

歴史・文化に関する情報

発信回数 

市の歴史文化遺産に関する年間情

報発信回数 

87 回 

（令和元年度） 
93 回 
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取組内容 

４ 生活環境分野 

 

 

●基本方針を達成するために、次の取組を展開します。 

 

 

 

 

 

市の取組 

（１）住みよい生活環境の保全 

騒音、振動、悪臭などによる生活環境侵害や、大気汚染、水質汚濁の防止に取り組み、

空家、空地の発生防止や適正な管理を推進することで、安全安心で住みよい生活環境を維

持します。 

 

〔①騒音、振動、悪臭対策〕 

⚫ 騒音、振動、悪臭を伴う事業活動については、周囲の生活環境を侵害しないよう、

法令に基づいた対策指導を県などと連携して行います。 

⚫ 市内主要道路における騒音調査を行うとともに、市道の更新にあたっては、騒音

防止材の使用など、交通による振動、騒音の発生防止に努めます。 

  

基本方針 安全安心で 

快適なまちづくり 

(1)住みよい生活環境の保全

①騒音、振動、悪臭対策

②大気汚染、水質汚濁対策

③空家、空地対策

安全安心で

快適なまちづくり

(2)美しいまちなみの形成

①不法投棄対策の推進

②クリーンキャンペーン実施促進

③緑化の推進、都市公園の維持管理
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〔②大気汚染、水質汚濁対策〕 

⚫ 大気汚染物質の排出を伴う事業活動については、法令に基づいた対策指導を県

などと連携して行います。 

⚫ PM2.5 や光化学スモッグなどによる大気汚染が発生した場合は、市民、事業者

への注意喚起を行います。 

⚫ 建造物解体時などのアスベスト飛散防止対策について県と連携して指導啓発を

行います。 

⚫ 警察と連携し野外焼却の取り締まりを行うとともに、農業によるやむを得ない

ものなど、野外焼却禁止の例外についても、周囲の生活環境を侵害しないよう、

指導啓発を行います。 

⚫ 県などと連携し事業所などからの適正排水についての啓発、指導を行います。 

⚫ 下水道整備を推進するとともに、下水道未接続世帯への接続促進を行います。 

⚫ 下水道処理区域外については合併浄化槽の整備促進を図ります。 

 

〔③空家、空地対策〕 

⚫ 「加東市空家等情報登録制度」（空家バンク）の実施促進により、市内の空家情

報の収集、空家を利用した定住移住促進、地域活性化を推進します。 

⚫ 空家の改修工事のための費用補助を行い、空家の有効利用を促進します。 

⚫ 著しく景観を損なったり、周囲に危険を及ぼしたりする恐れのある「特定空家等」

の発生防止、解消に向けて、所有者の特定、指導を行います。 

⚫ 空地の適正管理についての指導啓発を行います。 
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取組内容 

（２）美しいまちなみの形成 

不法投棄対策の推進、クリーンキャンペーンの実施促進を図り、市内の緑化や都市公園

の適正管理を行うことで、清潔で住みやすく、美しい生活環境を形成します。 

 

 

〔①不法投棄対策の推進〕 

⚫ 不法投棄多発箇所への注意看板などの設置を保健衛生推進協議会と連携して行

います。 

⚫ 不法投棄多発箇所の定期的なパトロールを行います。 

⚫ 地域や保健衛生推進協議会、警察などと連携して不法投棄物の処理、投棄者への

指導を行います。 

⚫ 不法投棄防止のため、土地や家屋の適正管理や、地域の草刈りなどの指導啓発を

行います。 

⚫ 保健衛生推進協議会での不法投棄マップの配布を行い、不法投棄多発箇所の把

握を推進し、早期発見に繋げます。 

⚫ ペットのふん害防止のための飼い主への指導啓発を行います。 

 

〔②クリーンキャンペーン実施促進〕 

⚫ クリーンキャンペーン実施による市民の自主的な地域美化を推奨し、クリーン

キャンペーンで回収された廃棄物の処理を行います。 

 

〔③緑化の推進、都市公園の維持管理〕 

⚫ 花苗や必要物資の提供、活動費用補助を通し

て、地域の緑化活動のサポートを行います。 

⚫ 都市計画法や工場立地法などの法令に沿っ

た緑化について指導を行います。 

⚫ 県などの緑化補助制度の情報収集、広報を行

います。 

⚫ グリーンカーテンなどの緑化の取組を市民団体などと協働して行います。 

⚫ 公共施設の緑化を推進します。 

⚫ 都市公園の適正配置を行うとともに、施設の修繕、長寿命化など、適切な維持管

理を行います。 

  

加東市花いっぱい運動 
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市民 

事業者 

市民・事業者に推奨する取組 

 

⚫ 日常生活において騒音、振動、悪臭を発生させないよう、生活マナーを守ります。 

⚫ 違法な野外焼却は行いません。 

⚫ 空家、空地等を所有する場合は、適切な維持管理を行います。 

⚫ ポイ捨てをせず、ごみの適正排出を行います。 

⚫ ペットのふんは持ち帰って処理します。 

⚫ クリーンキャンペーンに積極的に参加します。 

⚫ ごみ拾いなどの美化活動を行い、地域の環境美化に努めます。 

⚫ 自宅へのグリーンカーテンの設置や、庭先を花や緑で飾るなど、美しい景観づく

りに努めます。 

⚫ 地域の緑化活動に積極的に参加します。 

 

 

⚫ 事業活動による騒音、振動、悪臭防止や大気汚染、水質汚濁の対策にあたっては

法令を順守するとともに、法令に抵触しない範囲であっても、周囲の生活環境を

侵すことのないように最大限に努力します。 

⚫ 低公害機器の導入を推進します。 

⚫ 事業所の敷地内の緑化を進めます。 

⚫ 地域の環境美化活動や緑化活動に積極的に参加します。 

  

小学校でのグリーンカーテンの取組 
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実現に向けた数値目標 

 

指標名 指標の考え方 基準値 目標値 

騒音、振動、悪臭に関する

苦情件数 

騒音、振動、悪臭に関する年間苦情

件数 

10 件 

（令和元年度） 
8 件 

管理不全空家等の件数 
危険性の高い空家、工作物などの

累計件数 

40 件 

（令和元年度） 
年 10 件削減 

不法投棄防止地区指定数 不法投棄防止地区の指定地区数 
89 地区 

（令和元年度） 
96 地区 

クリーンキャンペーン 

実施回数 

クリーンキャンペーンの年間実施

回数 

182 回 

（令和元年度） 
200 回 

花苗配布数 地区等への年間花苗配布数 
37,800 本 

（令和元年度） 
37,800 本 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

加東市花いっぱい運動 
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取組内容 

５ 協働の推進・環境学習分野 

 

 

●基本方針を達成するために、次の取組を展開します。 

 

 

 

 

市の取組 

（１）環境意識の醸成と普及啓発 

様々な環境問題を解決するためには、市民一人ひとりの環境意識の醸成が必要です。環

境学習の推進や環境学習イベントの実施促進を通して、加東市や地球の環境のために考

え、行動する「環境びと」を増やし、育てます。 

 

〔①環境学習の推進〕 

⚫ 初等教育における SDGs の観点を含めた環境学習や自然観察などの環境関連活

動を充実させ、生涯にわたる環境意識の向上につなげます。 

⚫ 子どもたちの環境学習機会創出のため、かとう自然学校や「触れる地球」環境シ

ンポジウムなどの環境学習イベントを実施します。 

⚫ 環境やごみに関する出前講座を実施し、幅広い世代への環境学習の機会を提供

します。 

⚫ 加東エコ隊などの市民団体や地球温暖化防止活動推進員、保健衛生推進協議会、

兵庫教育大学など、様々な主体と連携、協働を図りながら環境学習を推進します。 

⚫ 広報紙やイベントでの配布チラシ、SNS やホームページ、ケーブルテレビなど、

あらゆるメディアを利用して環境学習の推進を行います。 

 

  

基本方針 みんなで育て、 

みんなでなろう「環境びと」 

みんなで育て、

みんなでなろう

「環境びと」

(2)環境を守り育む仕組みづくり
①協働の推進

②計画推進の仕組みづくり

(1)環境意識の醸成と普及啓発
①環境学習の推進

②環境関連イベントの実施促進
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取組内容 

 

〔②環境関連イベントの実施促進〕 

⚫ 市主催の環境関連イベントの開催を推進します。 

⚫ 市民団体や地域、事業者などによる環境学習会や環境保全活動の実施をサポー

トします。 

⚫ 市民団体などと連携し、「不要品交換・譲渡会」や「環境さんぽ」など、だれも

が楽しみながら取り組める新たな環境関連イベントを計画、実施します。 

⚫ 活動波及のため、市内で実施される環境関連イベントについて市内外に広く広

報します。 

 

（２）環境を守り育む仕組みづくり 

環境問題を解決し、良好な環境を維持するためには、市民、地域、事業者、学校、市な

ど、様々な主体の参加、協働が不可欠です。本計画では、市民、事業者、市のパートナー

シップを基本に、市内外の多種多様な主体の参画を目指し、加東市をはじめ、日本、世界

の環境の維持、向上を図ります。 

 

〔①協働の推進〕 

⚫ 地域における環境学習や環境関連活動の中心となる「地域環境推進員」を各地区

に配置し、市と地域の連携を強化します。 

⚫ かとう環境パートナーシップ協定の締結事業者を増やし、様々な業種の事業者

とともに環境施策を推進します。 

 

〔②計画推進の仕組みづくり〕 

⚫ 加東エコ隊と協働で「環境まちづくり会議」を開催し、学識経験者、各種団体、

市民、事業者など様々な主体と協働で本計画を推進します。 

⚫ かとう環境パートナーシップ協定の締結事業者やその他の事業者、加東エコ隊

などで構成される「かとう環境パートナーシップ倶楽部」を必要に応じて開催し、

情報交換やイベント開催に向けた会議などを行います。 

⚫ 計画の推進状況をまとめ、環境審議会、ホームページなどで公開します。 
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市民 

事業者 

市民・事業者に推奨する取組 

 

⚫ 市や地域などが実施する環境関連イベントに積極的に参加します。 

⚫ 家庭内で環境問題などについて話し合い、家族で周辺の自然観察や環境保全活

動に取り組みます。 

⚫ 環境まちづくり会議に参加します。 

 

 

⚫ 自社の環境に関する取組を広報し、市民や市に情報提供します。 

⚫ かとう環境パートナーシップ協定の締結やかとう環境パートナーシップ倶楽部

への参加を検討します。 

⚫ 環境まちづくり会議に参加し、計画推進に協力します。 

 

実現に向けた数値目標 

 

指標名 指標の考え方 基準値 目標値 

環境関連イベント 

実施回数 

環境学習会や自然観察会などの環

境関連イベントの年間開催回数 

7 回 

（令和元年度） 
10 回 

環境関連情報発信回数 
環境関連イベントや取組などに関

する年間情報発信回数 

27 回 

（令和元年度） 
35 回 

市内教育施設での環境出

前講座実施回数 

市内認定こども園や小中学校など

での環境に関する出前講座の年間

実施回数 

3 回 

（令和元年度） 
5 回 

環境まちづくり会議 

実施回数 

環境まちづくり会議の年間実施回

数 
━ 4 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 かとう自然学校「川の巻」 「環境を考える」かとう市民の集い 
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環境出前講座 

 

加東市環境基本計画及び行動方針

（第１次計画）において、施策の方向

の一つとして、「環境学習の推進」を掲

げており、人格形成の基礎が培われる

幼児期に環境問題についての意識付

けを行うため、市職員が市内認定こど

も園等で環境に関する出前講座を実

施しています。 

2019（R1）年度には加東みらいこども園 60人、米田こども園 21人、正

覚坊こども園 43 人の園児に、紙芝居や参加型のごみ分別・〇×クイズを盛り

込んだ出前講座を実施しました。 

 

 

「触れる地球」環境シンポジウム 
 

2019（R1）年 8月に東条文化会館にて「触れる地球」環境シンポジウムが

開催されました。 

「触れる地球」とは、直径 80cm の大きな地球儀で、一時間毎に更新される

雲の衛星画像（台風ができる様子等）や昼夜境界、気候変動シミュレーション、

海水温度シミュレーションなど、まさに宇宙から見た地球の姿がダイナミック

に映し出されます。 

当日は、加東市立東条中学校、兵庫

教育大学附属中学校、兵庫県立社高等

学校の学生が「触れる地球」を活用し

て、テーマ「私たちの地球」について

研究発表を行いました。 

学生の発表を通して、来場者が環境

問題に関心を持つきっかけとなる大

変有意義なシンポジウムとなりまし

た。 

 

  

環境出前講座 

「触れる地球」環境シンポジウム 


